
２０１９年７月に札幌市内で安倍首相（当時）が街頭演説に立った際、
ヤジを飛ばすなどしていた市民が北海道警察の警察官によって排除さ
れたことに関して、排除された市民のうち２名が表現の自由の侵害な
どを理由に北海道を相手に国家賠償訴訟を提起していました。一審判
決では、ヤジ等も表現の自由で保障される表現行為であることが明確
に認められ、２名とも請求認容されました。これに対し、北海道から
控訴され、控訴審では、原告のうち１名については請求棄却、１名に
ついては認容が維持されました。現在、棄却された原告１名と北海道
から上告がなされています。
表現の自由は、民主主義社会において重要な権利です。暴力によらず、
言論によって、より良い社会を作っていくために、表現の自由は強く
保障されなければなりません。道警ヤジ排除事件を題材に、表現の自
由と民主主義のあり方を考える講演会を行うこととしました。
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検索岡山弁護士会

岡山弁護士会館２階大会議室
（岡山市北区南方１-８-２９） &岡山弁護士会チャンネル

シリーズ憲法講演会No.34

「道警ヤジ排除訴訟を通じて
表現の自由を考える」

2024年

3月 9日（土）14:00～ 16:00開場 13:30

小野寺 信勝（プロフィール）
2001 年　立命館大学法学部卒業
2006 年　弁護士登録、熊本中央法律事務所入所
2014 年　北海道合同法律事務所に入所
日弁連人権擁護委員会外国人労働者受け入れ問題ＰＴ嘱託委員
外国人技能実習生問題弁護士連絡会共同代表
道警ヤジ排除訴訟弁護団事務局長
優生保護法北海道訴訟弁護団事務局長

小野寺 信勝
（弁護士・弁護団事務局長）

大杉 雅栄（原告）

会場

参加無料・予約不要


